
 

がけ地現地調査の実施について 

 

１．港北区内にある がけ地（約 940箇所）の現地調査を実施します 

   

港北区内の土砂災害警戒区域の崖地について現地調査を行います。 

 調査を実施するにあたり、地域の皆様へ調査概要や方法などについて、事前にお知らせ 

するとともに、調査へのご協力の依頼をさせていただきます。 

つきましては、区内の自治会・町内会において、別紙チラシを班回覧していただきます 

ようお願いいたします。 

なお、調査の実施計画は、以下のとおりです。 

 

 対象区等 

26年度 西、南、磯子 

大きな被害が発生するおそれのある崖地 

27年度 保土ケ谷、金沢、緑、港南、中、都筑 

28年度 鶴見、神奈川、港北、栄、戸塚、旭 

29年度 青葉、瀬谷、泉 

 

２．今後の流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※現地調査の進捗などにより、日程が変更になる可能性があります。 

平成 2 8 年 3 月 2 2 日 

区 連 会 ( 港 北 区 ) 資 料 

建 築 局 建 築 防 災 課 

平成 28年３月 22日（火） ・区連会で調査概要の説明、班回覧の依頼 

平成 28年３月下旬 
～４月上旬 

・自治会、町内会の班回覧による調査への協力依頼 

平成 28年４月～ 
７月末   

・がけ地現地調査の実施 

平成 28年８月～ ・調査結果を踏まえた避難勧告対象区域の選定作業 

平成 28年 10月中旬 
～11月上旬（予定） 

・避難勧告対象区域について、対象町内会等へ説明 

平成 28年 11月 
（予定） 

・避難勧告対象区域の更新（公表） 

・区連会で区域更新について報告 



 

港北区に居住される市民の皆様 

 

 

 崖地の現地調査へのご協力をお願い致します  
 

 

 

横浜市では、平成 27 年１月より市内の土砂災害警戒区域（※１）内に存在する約 9,800 箇

所の崖地を対象として、専門家への委託により現地調査を実施しています。 

その結果を踏まえ、土砂災害警戒情報（※２）の発表とともに避難勧告を一斉に発令する区

域を選定し、大雨により崖崩れの発生が予想される際には、その区域内に居住される方々に対

して、速やかな避難行動を促すこととしています。 

港北区の現地調査については、平成 28 年４月から７月までの期間に実施致します。調査に

あたっては、対象となる崖地やその付近の住宅等に、本市から委託された業者が伺い、調査内

容等についてご説明させていただきますので、その際はご協力をお願い致します。 

 

 
※1 土砂災害警戒区域 

     傾斜度 30度以上かつ高さ５ｍ以上の崖地があり、崖崩れが発生するおそれのある区域を 

神奈川県が指定。区域の位置については横浜市のハザードマップ、詳細な位置については 

神奈川県の区域マップで確認できます。以下のホームページを参照ください。 

     ○土砂災害ハザードマップ（横浜市ホームページ） 

       http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/gake/gake/hmap/ 

     ○土砂災害警戒区域・特別警戒区域の法定図書など（神奈川県） 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sabo/bousai/keikai/kouji.html 

 

※2 土砂災害警戒情報 

     大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の 

判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報 

 

 

１．調査対象 

  港北区の土砂災害警戒区域内にある崖地（約 940か所） 

  

２．調査期間 

  平成 28年４～７月 

 

３．調査概要 

  目的：港北区の土砂災害警戒区域内に存在する約 940か所の崖地の現地調査を行い、その 

結果を踏まえて「土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を一斉に発令する対象 

区域」を更新する。 

  内容：土砂災害警戒区域内の崖及び擁壁の形状、状況、崖地に近接する建築物の有無や崖 

地との離隔等を調査し、崖崩れが発生した場合の影響などを記載した調査票（崖地 

のカルテ）を作成する。 

 



４．調査方法 

○ 調査対象の崖地やその付近に住宅等がある場合には、個別に調査員が訪問します。 

その際に、調査内容等について説明し、了解をいただいたうえで、調査を実施します。 

○ 崖や崖に近接する建築物について、状況を記録するため、適宜写真撮影を行います。 

○ 崖の形状を変えるような掘削調査等は行いませんが、状況に応じて、地盤調査用の 

機器を用いて地層等の確認を行う場合があります。 

○ 崖の高さや勾配などを、簡易な測量機器等を用いて測定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不在等により現地調査が実施できない場合は、後日、再度訪問し調査を実施します。 

 

５．「土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を一斉に発令する対象区域」の更新について 

崖地の現地調査を実施した結果、土砂災害警戒情報の発表をもって速やかに避難勧告を発

令する必要がある場合には、区役所等と調整したうえで、対象区域を更新し、横浜市のホー

ムページ上で避難勧告の対象となる区域を公表します。 

 

○避難勧告対象区域について（横浜市ホームページ） 

      http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/doshasaigai-sonae.html#kankoku 

 

６．調査の受託者 

  一般社団法人 全国地質調査業協会連合会 

    

※調査の際は、横浜市の委託業者である旨を記載した腕章等を着用し、 

 身分証明書を携帯しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

腕章の例               身分証明書の例   

◆お問合わせ先 
横浜市 建築局 建築防災課 がけ防災担当 

TEL:671-2948   FAX:663-3255 

＜平日：8 時 45 分～17 時 15分（12時～13 時を除く）＞ 
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